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ページ 記述内容 新 旧 

表紙  平成２８年３月版

（平成３１年３月訂正） 

平成２８年３月版 

2 2-1 電子納品の定義 各電子納品要領とは、4 ページ 表-1 の要領・基準を示す。

（以下同じ） 

各電子納品要領とは、4ページ 表-2の要領・基準を示す。（以

下同じ） 

  （各仕様書内で規定するため削除） ・電子納品は、表-1に示す仕様書において規定される成果

品を対象とする。 

表-1 標準仕様書一覧 

3 2-2 電子納品の流れ 留意事項 

・電子メールで文書をやり取りする際、添付ファイルの容

量が7.0MBを超えるものは、データの分割又はCD-R等の電

子媒体を使用して情報交換を行う。 

留意事項 

・電子メールで文書をやり取りする際、添付ファイルの容

量が5.0MBを超えるものは、データの分割又はCD-R等の電子

媒体を使用して情報交換を行う。 

4 2-3 電子納品に関する要 電子納品は、表-1 に示すガイドライン(案)及び要領・基準 電子納品は、表-2 に示すガイドライン(案)及び要領・基準

種別 名称 主体 

土木 
測量及び設計業務共通仕様書 愛知県建設部 

標準仕様書 土木工事標準仕様書 愛知県建設部 

建築 

建築設計業務委託共通仕様書 愛知県建設部 

公共建築工事標準仕様書 国土交通省 

公共建築改修工事標準仕様書 国土交通省 

公共建築工事特記仕様書 愛知県建設部 

公共住宅建設工事特記仕様書 愛知県建設部 

設計業務委託特記仕様書 愛知県建設部 

基本設計特記仕様書 愛知県建設部 

地質調査業務委託特記仕様書 愛知県建設部 

農地 

調査・測量・設計業務共通仕様書（農地関

係） 
愛知県農林水産部 

工事標準仕様書(農地関係) 愛知県農林水産部 

林務 
林務関係調査等業務標準仕様書 愛知県農林水産部 

林務関係工事標準仕様書 愛知県農林水産部 

水道 

企業 

標準仕様書 工事標準仕様書 愛知県企業庁 

標準仕様書 工事標準仕様書【追録】 愛知県企業庁 

調査計画設計委託標準仕様書 愛知県企業庁 

標準仕様書 業務委託標準仕様書【水道編】 愛知県企業庁 
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ページ 記述内容 新 旧 

領・基準 (案)に基づいて運用する。 (案)に基づいて運用する。

4 2-3 電子納品に関する要

領・基準 

表-1 電子納品で使用するガイドライン(案)及び要領・基

準(案) 

表-2 電子納品で使用するガイドライン(案)及び要領・基

準(案) 

5 2-3 電子納品に関する要

領・基準（留意事項） 

・表-1 に示す要領・基準の適用が困難な CAD 図面の作成に

ついては、受発注者間で協議の上、「土木CAD製図基準(案)」

等に準じて作成しても良い。 

・表-1は平成28年 3月現在の内容である。 

・表-2 に示す要領・基準の適用が困難な CAD 図面の作成に

ついては、受発注者間で協議の上、「土木CAD製図基準(案)」

等に準じて作成しても良い。 

・表-2は平成28年 3月現在の内容である。 

7 3-1 電子納品の適用範囲 表-3 電子納品の対象範囲（工事施工） 表-4 電子納品の対象範囲（工事施工） 

  ・表-2及び表-3の運用について ・表-3及び表-4の運用について 

10 3-3-1 提出部数 ※電子データで納品するものは紙媒体提出不要（特記仕様

書で規定のある場合を除く）。 

（追加） 

電子納品対象物 ファイル形式 
対象

範囲
適用する要領・基準

施工段階

作成書類

工事打合わせ簿 オリジナル＊１ × 

国土交通省

農林水産省

施工計画書 オリジナル × 

工事履行報告書 オリジナル × 

段階確認書 オリジナル × 

品質・出来形管

理資料 
オリジナル × 

出来形図 

及び完成図＊２
ＳＸＦ(ｓｆｃ)＊３ ○ 

国土交通省

国土交通省

農林水産省

写真帳 ＪＰＥＧ ○ 愛知県デジタル写真管理情報基準

電子納品対象物 ファイル形式 
対象

範囲
適用する要領・基準

施行段階

作成書類

工事打合わせ簿 オリジナル＊１ × 

国土交通省

農林水産省

施行計画書 オリジナル × 

工事履行報告書 オリジナル × 

段階確認書 オリジナル × 

品質・出来形管

理資料 
オリジナル × 

出来形図 

及び完成図＊２
ＳＸＦ(ｓｆｃ)＊３ ○ 

国土交通省

国土交通省

農林水産省

写真帳 ＪＰＥＧ ○ 愛知県デジタル写真管理情報基準
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ページ 記述内容 新 旧 

11 (2) 電子納品媒体ラベル 電子媒体は、改ざん防止のため一度しかデータの書き込み

ができない CD-R 又は DVD-R（ICT 活用工事では協議により

BD-Rも可）を用いることとする。 

電子媒体は、改ざん防止のため一度しかデータの書き込み

ができないCD-R又はDVD-Rを用いることとする。 

11 (2) 電子納品媒体ラベル 

※部を局へ訂正 

12 3-4 工事における図面の作

成と提供について 

(2)施工業者作成 

①施工図、承認図等を作成する場合は、表-1 に示すガイド

ライン（案）及び要領・基準（案）を準拠することとする。

(2)施工業者作成 

①施工図、承認図等を作成する場合は、表-2 に示すガイド

ライン（案）及び要領・基準（案）を準拠することとする。

14 3-5 電子成果品のチェック なお、原因がわからない場合は、愛知県のCALS/ECホーム

ページを閲覧するなどの方法により、解決を図るものとす

る。（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/）

なお、原因がわからない場合は、愛知県のCALS/ECホーム

ページを閲覧するなどの方法により、解決を図るものとす

る。（http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/）

  ｱ）測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サー

ビス 

https://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/ 

ｲ）地図閲覧サービス 

http://maps.gsi.go.jp/

ｱ）測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サー

ビス 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/ 

ｲ）地図閲覧サービス 

http://watchizu.gsi.go.jp/ 

15 3-6 協議・指示事項 表-4 完成図面※1の作成形式 表-5 完成図面※1の作成形式 

発注者：愛知県○○○○局○○○課 
受注者：△△株式会社 
ウィルスチェックに関する情報 
ウィルス対策ソフト名：○○○○ 
ウィルス定義：○○○○年○○月○○日版
チェック年月日：○○○○年○○月○○日
フォーマット形式：ISO9660（レベル１）

発注者 受注者

積算番号:H18I51J00010 1/10
平成○年度 ○○○○○○○業務 
（一般県道○○線 ○○市○○町地内）

平成○年○月

積算番号:H18D51J00020 1/10

平成○年○月

発注者：愛知県○○○○局○○○課 
請負者：△△株式会社 
ウィルスチェックに関する情報 
ウィルス対策ソフト名：○○○○ 
ウィルス定義：○○○○年○○月○○日版
チェック年月日：○○○○年○○月○○日
フォーマット形式：ISO9660（レベル１）

発注者 請負者

平成○年度 ○○○○○○○工事 
（主要地方道○○線 ○○市○○町地内）

発注者：愛知県○○○○部○○○課 
受注者：△△株式会社 
ウィルスチェックに関する情報 
ウィルス対策ソフト名：○○○○ 
ウィルス定義：○○○○年○○月○○日版
チェック年月日：○○○○年○○月○○日
フォーマット形式：ISO9660（レベル１）

発注者 受注者

積算番号:H18I51J00010 1/10
平成○年度 ○○○○○○○業務 
（一般県道○○線 ○○市○○町地内）

平成○年○月

積算番号:H18D51J00020 1/10

平成○年○月

発注者：愛知県○○○○部○○○課 
請負者：△△株式会社 
ウィルスチェックに関する情報 
ウィルス対策ソフト名：○○○○ 
ウィルス定義：○○○○年○○月○○日版
チェック年月日：○○○○年○○月○○日
フォーマット形式：ISO9660（レベル１）

発注者 請負者

平成○年度 ○○○○○○○工事 
（主要地方道○○線 ○○市○○町地内）
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18 3-7 検査（中間検査・完了

検査）について 

・円滑・合理的な検査を行うことを目的とし、当面は表-5

の検査方法で実施する。 

・円滑・合理的な検査を行うことを目的とし、当面は表-6

の検査方法で実施する。 

18 3-7 検査（中間検査・完了

検査）について 

表-5 当面の検査方法 表-6 当面の検査方法 

18 3-8 電子成果品の保管管理

について 

※農業水産局及び農林基盤局については、電子成果品（正）

（副）は発注課（事務所、又は監督員所属）で保管管理す

る。 

※農林水産部については、電子成果品（正）（副）は発注課

（事務所、又は監督員所属）で保管管理する。 

21 3-11 業務及び工事実施中

の情報交換に関する方法 

5) 添付ファイルの容量が7.0MBを超えるものは、CD-R等の

電子媒体を使用して情報交換を行う 

5) 添付ファイルの容量が5.0MBを超えるものは、CD-R等の

電子媒体を使用して情報交換を行う 

24～27 電子納品チェックリスト eメールの利用制限 

メール受信可能な最大容量 7.0MBまで 

eメールの利用制限 

メール受信可能な最大容量 5.0MBまで 

33 (9)発注者-中分類 

記入例 

【建築】愛知県建築局公共建築課の場合 【建築】愛知県建設部公共建築課の場合 

34 (10)発注者-小分類 

記入例 

【建築】愛知県建築局公共建築課の場合 

発注者-小分類：建築局

【建築】愛知県建設部公共建築課の場合 

発注者-小分類：建設部 

34 (10)発注者-小分類 

XML表記例 

【建築】<発注者-小分類>建築局</発注者-小分類> 【建築】<発注者-小分類>建設部</発注者-小分類> 

34 (11)発注者コード 【建築】愛知県建築局公共建築課の場合 【建築】愛知県建設部公共建築課の場合 

35 参考資料３ 

境界座標の記入について 

「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サー

ビス」ホームページ※１ 

https://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/ を利用して境界

「測量成果電子納品「業務管理項目」境界座標入力支援サー

ビス」ホームページ※１ 

http://psgsv.gsi.go.jp/koukyou/rect/ を利用して境界座
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座標を取得する方法は次のとおりです。 標を取得する方法は次のとおりです。 

43 参考資料８ 6ページの表-2のうち、特に測量・地質の分野については、

国土交通省・農林水産省の要領・基準(案)の適用にあたっ

て、以下の点に留意すること。 

6ページの表-3のうち、特に測量・地質の分野については、

国土交通省・農林水産省の要領・基準(案)の適用にあたっ

て、以下の点に留意すること。 


